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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第50期

第３四半期連結
累計期間

第51期
第３四半期連結

累計期間
第50期

会計期間

自平成25年
　10月１日
至平成26年
　６月30日

自平成26年
　10月１日
至平成27年
　６月30日

自平成25年
　10月１日
至平成26年
　９月30日

売上高 （千円） 63,068,229 63,132,125 84,350,063

経常利益 （千円） 1,544,663 2,210,270 2,185,490

四半期（当期）純利益 （千円） 1,480,768 1,499,017 1,842,259

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,480,053 1,593,944 1,891,504

純資産額 （千円） 40,501,480 42,216,681 40,906,394

総資産額 （千円） 49,572,600 51,786,887 49,850,808

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 96.04 97.26 119.49

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 81.7 81.5 82.1

 

回次
第50期

第３四半期連結
会計期間

第51期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　６月30日

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 34.40 43.66

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の下振れが景気を下押しするリスクを抱えるもの

の、企業収益や雇用・所得環境の改善により緩やかな景気の回復基調が続きました。

　食品スーパー業界におきましては、地域の品質の良い生鮮食品を強化するスーパーが業績を伸ばすなど、食品

の地域密着化が進展しております。

　このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を10ヵ店（黒髪店、曽根店、宗像店、有家店、柏原店、

愛野店、合志店、ニュー前原店、神野店、春日店）で行い、活性化を図るとともに非効率店舗３ヵ店（柳橋店、

本庄店、寒田店）を閉店するなど経営資源の効率化に努めてまいりました。

　以上により、売上高については店舗改装効果もあり増収となり、利益面におきましても生鮮食品が好調に推移

したことなどから原価率が改善し増益となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は631億32百万円（前年同四半期比0.1％増）、営業収入は２億

24百万円（同1.1％増）、営業利益は20億41百万円（同49.3％増）、経常利益は22億10百万円（同43.1％増）、四

半期純利益は14億99百万円（同1.2％増）となりました。

 

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（3）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 62,700,000

計 62,700,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発行数

（株）
（平成27年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年８月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,675,000 15,675,000 福岡証券取引所 単元株式数1,000株

計 15,675,000 15,675,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年４月１日～

平成27年６月30日
－ 15,675,000 － 5,996,200 － 6,599,920

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成27年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

　無議決権株式 － － －

　議決権制限株式（自己株式等） － － －

　議決権制限株式（その他） － － －

　完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式　　　　　263,000 － －

　完全議決権株式（その他） 　普通株式　　　 15,242,000 15,242 －

　単元未満株式 　普通株式　　　　 170,000 － －

　発行済株式総数 　　　　　　　 15,675,000 － －

　総株主の議決権 － 15,242 －

 

②【自己株式等】

平成27年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％）

（自己保有株式）

㈱マルキョウ

福岡県大野城市山

田５丁目３番１号
263,000 － 263,000 1.68

計 － 263,000 － 263,000 1.68

　（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は266,147株であります。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　マルキョウ(E03155)

四半期報告書

 6/15



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年10月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,008,069 10,461,679

売掛金 10,678 9,642

商品 3,170,310 3,173,546

繰延税金資産 120,833 166,109

その他 603,793 560,008

流動資産合計 11,913,684 14,370,986

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,795,992 9,667,168

土地 24,167,283 23,107,373

その他（純額） 821,947 1,381,193

有形固定資産合計 34,785,222 34,155,735

無形固定資産 90,307 94,900

投資その他の資産   

投資有価証券 715,960 828,124

繰延税金資産 948,713 1,006,179

その他 1,396,919 1,330,959

投資その他の資産合計 3,061,593 3,165,263

固定資産合計 37,937,123 37,415,900

資産合計 49,850,808 51,786,887

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,259,160 5,515,658

未払法人税等 102,469 459,185

賞与引当金 181,702 281,126

その他 1,722,851 1,660,267

流動負債合計 7,266,183 7,916,238

固定負債   

役員退職慰労引当金 147,125 105,100

退職給付に係る負債 1,097,068 1,138,902

資産除去債務 305,921 301,690

預り敷金 128,114 108,274

固定負債合計 1,678,229 1,653,967

負債合計 8,944,413 9,570,206
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,996,200 5,996,200

資本剰余金 6,599,931 6,599,931

利益剰余金 28,337,513 29,557,657

自己株式 △133,112 △137,896

株主資本合計 40,800,532 42,015,892

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 111,368 207,367

退職給付に係る調整累計額 △5,506 △6,578

その他の包括利益累計額合計 105,861 200,788

純資産合計 40,906,394 42,216,681

負債純資産合計 49,850,808 51,786,887
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 63,068,229 63,132,125

売上原価 49,552,636 48,879,411

売上総利益 13,515,593 14,252,714

営業収入 222,576 224,995

営業総利益 13,738,170 14,477,709

販売費及び一般管理費 12,370,296 12,436,021

営業利益 1,367,873 2,041,687

営業外収益   

受取利息 2,871 3,906

受取配当金 22,017 18,484

受取手数料 74,223 72,664

その他 80,627 76,523

営業外収益合計 179,739 171,579

営業外費用   

支払利息 498 92

その他 2,450 2,904

営業外費用合計 2,949 2,996

経常利益 1,544,663 2,210,270

特別利益   

固定資産売却益 93,359 17,206

収用補償金 － 8,643

補助金収入 － 128,887

資産除去債務戻入益 － 4,593

特別利益合計 93,359 159,330

特別損失   

固定資産除却損 19,131 41,061

固定資産売却損 5,227 169,601

減損損失 79,014 164,152

特別損失合計 103,374 374,814

税金等調整前四半期純利益 1,534,648 1,994,785

法人税、住民税及び事業税 228,170 609,595

法人税等調整額 △174,289 △113,826

法人税等合計 53,880 495,768

少数株主損益調整前四半期純利益 1,480,768 1,499,017

四半期純利益 1,480,768 1,499,017
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,480,768 1,499,017

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △715 95,999

退職給付に係る調整額 － △1,072

その他の包括利益合計 △715 94,926

四半期包括利益 1,480,053 1,593,944

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,480,053 1,593,944
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと

の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が14,142千円増加し、利益剰余金が9,135

千円減少しております。なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（税効果会計に使用する法定実効税率の変更）

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月

１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税

金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年10月１日に開始する連結会計年度において

解消が見込まれる一時差異については32.8％に、平成28年10月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については32.1％になります。

　この変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は76,057千円減少し、法人税等

調整額は79,391千円増加し、その他有価証券評価差額金は3,665千円増加し、退職給付に係る調整累計額は331千

円減少しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日）

減価償却費  828,684千円  903,398千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年10月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年12月19日

定時株主総会
普通株式 119,528 7.75 平成25年９月30日 平成25年12月20日 利益剰余金

平成26年４月30日

取締役会
普通株式 119,493 7.75 平成26年３月31日 平成26年６月２日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成27年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月18日

定時株主総会
普通株式 150,297 9.75 平成26年９月30日 平成26年12月19日 利益剰余金

平成27年４月30日

取締役会
普通株式 119,440 7.75 平成27年３月31日 平成27年６月１日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、報告セグメントが小売業のみであり、当社の業績における「その他」の重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。なお、「その他」には、テナント等への不動産賃貸業が含まれております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成26年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 96円04銭 97円26銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,480,768 1,499,017

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,480,768 1,499,017

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,419 15,411

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

平成27年４月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　119,440千円

　（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７円75銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　　平成27年６月１日

（注）平成27年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月11日

株式会社マルキョウ

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堺　　昌義　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴田　祐二　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マル

キョウの平成26年10月１日から平成27年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年４月１日から

平成27年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年10月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルキョウ及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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